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新学期にちなんで 

         我が家の学年末・新学期 
       新学期だからと言って、我が家に関して取り立ててご報告があるわけではありません。 

ただ、大学時代から、埼玉県内で一人離れて暮らし、現在中学校の教員をしている長男

に会いに行ってきました（４月１日）ので、親バカなご報告をします。ちょうど３年生の担任だったという

ことで、卒業式の写真や、生徒たちからいろいろなメッセージいただいたものなど、見てきました。「授業

が分かりやすくて楽しかった」「悩んでいるとそっとよりそって相談にのってくれた」「一人ひとりを大切に

してくれた」「交換ノートで気持ちを分かってくれた」「クラスが楽しかった。担任で本当に良かった」など

など、感謝された言葉が次々書かれていました。普段決しておしゃべりな子ではありませんが、必要な言葉

は使っているのだなと、ちょっとホッとしました。埼玉では、小・中の交換はないこと、１ヶ所に５年はい

られるとのことで、茨城との違いはあるものの、勤務時間が長いのは同様。男子バスケットの顧問をしてい

て、実家に顔見せになかなか帰って来れません。４月から何年何組の担任になるのかは聞いていません。 

 

 

                 ３月２４日、原電は、原子力所在地域首長懇談会に、「安全協定の見直

し」について、大きく２つの提案を示した回答を行いました。 

                 １つは、原発の再稼働と延長運転に関して、「６市村と新たな協定を

締結したい」とし、主な内容は、①事前説明及び意見交換 ②合意形成

を図るための協議会の開催 ③協議会の議論の結果、原電は適切な対応

を講ずることというものです。 

２つは、現行の安全協定諸規定の改定についてとし、①「使用済み燃料の貯蔵施設」を対象施設に追加す

ること ②６市村について新増設等に関する事業者による事前説明と事業者に対し意見を述べる権限を追

加すること ③安全上の措置の内容として安全対策の強化を追加すること ④廃止措置計画に関する事前

説明を追加すること ⑤安全確保のために講じた措置の内容に関する説明を追加すること、というもので

す。これらは、６市村首長懇談会が当初から求めていた「５条における本村の事前了解権を６市村に拡大す

る」ことには触れていません。首長懇には、当初の要求を貫いていただき、６市村揃って事前了解権を獲得

してほしいと考えます。 

 

中丸小学校の入学式に参加 
                       小雨降る今日７日、中丸小学校の入学式が行われ、参加し

てきました。入学児童１０８名は、担任の先生から名前を呼

ばれ、元気に返事をし、中丸小の一員として、校長先生から

歓迎の言葉を受けました。 

  すでに、幼稚園や保育園、こども園などで集団生活をおく

ってきている子がほとんどなのでしょうか、物怖じしている

様子は見受けられません。 

 新しい環境に早く慣れて、自分らしい小学校生活をスタートさせていただけたらと思います。 

 それにしても、子どもをターゲットにした犯罪が頻発していることが気になってなりません。なぜこんな

に命が粗末にされてしまうのでしょうか。一人の人間の将来を他人が断つ権利などありません。あってはな

りません。しかし、今の日本社会は、様々な形で一人一人が大切にされない社会であることも明らかです。 

個性に満ちて元気いっぱい輝く大勢の子どもたちが、安全安心に育っていける環境を取戻したいですね。 

 


